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○

有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

三
の
二

特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等

法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
を
い
う
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

五
の
二

特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定

（
新
設
）

投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
を
い
う
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

七
の
二

特
定
証
券
等
情
報

法
第
二
十
七
条
の
三
十
三
に
規
定
す
る
特
定
証

（
新
設
）

券
等
情
報
を
い
う
。

八
～
十
二

（
略
）

八
～
十
二

（
略
）

十
二
の
二

取
扱
有
価
証
券

法
第
六
十
七
条
の
十
八
第
四
号
に
規
定
す
る
取

（
新
設
）

扱
有
価
証
券
を
い
う
。

十
三
～
十
九

（
略
）

十
三
～
十
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
安
定
操
作
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
安
定
操
作
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
五
条

令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

第
五
条

令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
上
場
有
価
証
券
で
あ
る
と
き
は

六

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
上
場
有
価
証
券
で
あ
る
と
き
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項

、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
目
論
見
書
又
は
特
定
証
券
等
情

ロ

令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
た
取
引

報
に
お
い
て
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
取
引
所
金
融
商
品
市
場
及
び

所
金
融
商
品
市
場
及
び
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商

当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金
融
商
品
取
引
所
の
名
称
又
は

品
取
引
所
の
名
称
又
は
商
号

商
号

七

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
店
頭
売
買
有
価
証
券
で
あ
る
と

七

当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
が
店
頭
売
買
有
価
証
券
で
あ
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
目
論
見
書
又
は
特
定
証
券
等
情

ロ

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
た
店
頭

報
に
お
い
て
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
及

売
買
有
価
証
券
市
場
及
び
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認

び
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協

可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
名
称

会
の
名
称

八

当
該
安
定
操
作
取
引
に
よ
り
そ
の
募
集
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
取
得

八

当
該
安
定
操
作
取
引
に
よ
り
そ
の
募
集
又
は
売
出
し
を
容
易
に
し
よ
う
と

勧
誘
又
は
売
出
し
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
を
容
易
に
し

す
る
有
価
証
券
の
銘
柄
、
発
行
価
格
又
は
売
出
価
格
（
新
株
予
約
権
付
社
債

よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
銘
柄
、
発
行
価
格
又
は
売
出
価
格
（
新
株
予
約
権

券
に
あ
っ
て
は
発
行
価
格
及
び
新
株
予
約
権
の
内
容
又
は
売
出
価
格
）
及
び

付
社
債
券
に
あ
っ
て
は
発
行
価
格
及
び
新
株
予
約
権
の
内
容
又
は
売
出
価
格

発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

）
及
び
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
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九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
明
示
及
び
確
認
義
務
の
適
用
除
外
）

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
明
示
及
び
確
認
義
務
の
適
用
除
外
）

第
十
条

令
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は

第
十
条

令
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は

、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

有
価
証
券
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘

十
三

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
応
じ
て
お
り
、
当
該
募
集
又
は
売
出

若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
応
じ
て
お
り
、
当
該
募
集
若

し
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
有
価
証
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
有
価

し
く
は
売
出
し
又
は
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向

証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

け
売
付
け
勧
誘
等
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
有
価
証
券
の
数
量
の
範
囲

内
で
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
四
・
十
五

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
六

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
投
資
信

十
六

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
投
資
信

託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
に
お
い
て
、
投
資
信
託
及
び
投

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
に
お
い
て
、
投
資
信
託
及
び
投

資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
。
以
下

資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
十
四
条
第
十
七
号
ハ
に
お
い
て
「
投
信
法
施
行
令
」
と
い
う

こ
の
号
及
び
第
十
四
条
第
十
七
号
ハ
に
お
い
て
「
投
信
法
施
行
令
」
と
い
う

。
）
第
十
二
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
旨
を
定
め
て
い
る
投
資
信
託
に
係
る
も

。
）
第
十
二
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
旨
を
定
め
て
い
る
証
券
投
資
信
託
に
係

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
投
資
信
託
受
益
証
券
」
と
い
う
。
）

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
投
資
信
託
受
益
証
券
」
と
い
う

に
係
る
次
に
掲
げ
る
取
引

。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
取
引

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

十
七

（
略
）

十
七

（
略
）
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第
十
一
条

令
第
二
十
六
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る

第
十
一
条

令
第
二
十
六
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

有
価
証
券
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘

十
一

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
応
じ
て
お
り
、
当
該
募
集
又
は
売
出

若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
応
じ
て
お
り
、
当
該
募
集
若

し
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
有
価
証
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
有
価

し
く
は
売
出
し
又
は
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向

証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

け
売
付
け
勧
誘
等
の
結
果
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
有
価
証
券
の
数
量
の
範
囲

内
で
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

十
二
・
十
三

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議

決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

第
二
十
四
条

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ

第
二
十
四
条

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
に

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
に

係
る
議
決
権
と
す
る
。

係
る
議
決
権
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

有
価
証
券
関
連
業
（
法
第
二
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連

二

有
価
証
券
関
連
業
（
法
第
二
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連

業
を
い
う
。
）
を
行
う
者
が
有
価
証
券
の
引
受
け
（
法
第
二
条
第
八
項
第
六

業
を
い
う
。
）
を
行
う
者
が
有
価
証
券
の
引
受
け
（
法
第
二
条
第
八
項
第
六

号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
引
受
け
を
い
う
。
）
又
は
売
出
し
若
し
く
は
特

号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
引
受
け
を
い
う
。
）
又
は
売
出
し
を
行
う
業
務

定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
を
行
う
業
務
に
よ
り
取
得
し
た
株
式

に
よ
り
取
得
し
た
株
式

三

（
略
）

三

（
略
）

（
上
場
会
社
等
に
発
生
し
た
事
実
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

（
上
場
会
社
等
に
発
生
し
た
事
実
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）
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第
五
十
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ

第
五
十
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ

す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
二
号

す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
、

に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

令
第
二
十
八
条
の
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
実

優
先
株
に
係
る
取
扱
有

十

令
第
二
十
八
条
の
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
実

優
先
株
に
係
る
取
扱
有

価
証
券
と
し
て
の
指
定
（
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
そ
の
規
則
に
よ
り

価
証
券
（
法
第
六
十
七
条
の
十
八
第
四
号
に
規
定
す
る
取
扱
有
価
証
券
を
い

有
価
証
券
を
取
扱
有
価
証
券
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
指
定
（
認
可
金
融
商
品
取

同
じ
。
）
の
取
消
し
の
原
因
と
な
る
事
実
（
優
先
株
以
外
の
株
券
の
取
扱
有

引
業
協
会
が
そ
の
規
則
に
よ
り
有
価
証
券
を
取
扱
有
価
証
券
と
す
る
こ
と
を

価
証
券
と
し
て
の
指
定
の
取
消
し
の
原
因
と
な
る
事
実
を
除
く
。
）
が
生
じ

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
消
し
の
原
因
と
な
る
事
実
（

た
こ
と
。

優
先
株
以
外
の
株
券
の
取
扱
有
価
証
券
と
し
て
の
指
定
の
取
消
し
の
原
因
と

な
る
事
実
を
除
く
。
）
が
生
じ
た
こ
と
。

（
子
会
社
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

（
子
会
社
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

第
五
十
二
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及

第
五
十
二
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及

ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
五

ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
五

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

五
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

解
散
（
合
併

（
新
設
）

に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当

該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
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に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
解
散
の
予
定
日
の

属
す
る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お

い
て
い
ず
れ
も
当
該
解
散
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当

該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

六
～
十
二

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

２

子
会
社
連
動
株
式
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
六
条

２

子
会
社
連
動
株
式
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し

第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
連
動
子
会
社
の
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
連
動
子
会
社
の
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
こ
と
と
す
る
。

定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

五
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

解
散
に
よ
る

（
新
設
）

当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度

の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
解
散
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事

業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
解
散
に

よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事

業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

六
～
十
二

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

（
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
の
公
衆
縦
覧
）

（
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
の
公
衆
縦
覧
）
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第
五
十
六
条

令
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
重
要
事
実

第
五
十
六
条

令
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事
実
等
（
同
項
第

等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
重
要
事
実
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

一
号
に
規
定
す
る
重
要
事
実
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

同
じ
。
）
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け

は
公
開
買
付
け
等
事
実
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
等
事
実
を
い

等
事
実
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
知
を
受
け
た
金
融
商

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
知
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
所
（

品
取
引
所
（
当
該
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
の
通
知
を
受
け
た
者

当
該
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
の
通
知
を
受
け
た
者
が
認
可
金
融

が
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
金
融
商
品
取

商
品
取
引
業
協
会
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
。

引
業
協
会
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
当

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
当
該
通
知
を
受

該
通
知
を
受
け
た
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

け
た
重
要
事
実
等
又
は
公
開
買
付
け
等
事
実
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
五
十
九
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
八
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
に
係

第
五
十
九
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
八
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
に
係

る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
締
結
さ

る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
締
結
さ

れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
に
関
す
る
契
約
の

れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
に
関
す
る
契
約
の

履
行
又
は
上
場
会
社
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実

履
行
又
は
上
場
会
社
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実

を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買

を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買

等
の
計
画
の
実
行
と
し
て
売
買
等
を
す
る
場
合
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

等
の
計
画
の
実
行
と
し
て
売
買
等
を
す
る
場
合
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
、
発
行
者
の
同
意
を
得
た
特

十
二

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
、
発
行
者
の
同
意
を
得
た
特

定
有
価
証
券
の
売
出
し
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係
る

定
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
計
画
又
は
令
第
三
十
条
に
定
め
る
公
表
の
措

計
画
又
は
令
第
三
十
条
に
定
め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公
開
さ
れ
た
特
定
有

置
に
準
じ
公
開
さ
れ
た
特
定
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
計
画
に
基
づ
き
当
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価
証
券
の
売
出
し
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係
る
計
画

該
特
定
有
価
証
券
の
売
出
し
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
売
出
し
の
取
扱
い
を

に
基
づ
き
当
該
特
定
有
価
証
券
の
売
出
し
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
売
出
し

行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

の
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等

（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
の
取
扱
い
を
行

う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
公
開
買
付
け
等
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

（
公
開
買
付
け
等
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
六
十
三
条

法
第
百
六
十
七
条
第
五
項
第
八
号
に
規
定
す
る
公
開
買
付
者
等
の

第
六
十
三
条

法
第
百
六
十
七
条
第
五
項
第
八
号
に
規
定
す
る
公
開
買
付
者
等
の

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
締
結
さ
れ
た
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
株

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
締
結
さ
れ
た
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
株

券
等
に
係
る
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け
等
に
関
す
る
契
約
の
履
行
又
は
公
開

券
等
に
係
る
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け
等
に
関
す
る
契
約
の
履
行
又
は
公
開

買
付
者
等
の
公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
公
開
買
付
け

買
付
者
等
の
公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
公
開
買
付
け

等
に
係
る
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け
等
の
計
画
の
実
行
と
し

等
に
係
る
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
若
し
く
は
売
付
け
等
の
計
画
の
実
行
と
し

て
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
す
る
場
合
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

て
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
を
す
る
場
合
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
同
意
を
得
た

十
二

公
開
買
付
け
等
事
実
を
知
る
前
に
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
同
意
を
得
た

上
場
等
株
券
等
の
売
出
し
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係

上
場
等
株
券
等
の
売
出
し
に
係
る
計
画
又
は
令
第
三
十
条
に
定
め
る
公
表
の

る
計
画
又
は
令
第
三
十
条
に
定
め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公
開
さ
れ
た
上
場

措
置
に
準
じ
公
開
さ
れ
た
上
場
等
株
券
等
の
売
出
し
に
係
る
計
画
に
基
づ
き

等
株
券
等
の
売
出
し
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係
る
計

上
場
等
株
券
等
の
売
出
し
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
売
出
し
の
取
扱
い
を
行

画
に
基
づ
き
上
場
等
株
券
等
の
売
出
し
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
売
出
し
の

う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
（

金
融
商
品
取
引
業
者
が
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
の
取
扱
い
を
行
う
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も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


